
３ 行動範囲の拡大 
 

(1)公共交通機関等の運賃割引 

①ＪＲ（日本旅客鉄道）運賃の割引 

○利用対象者 身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者とその介護者 

区分 購入乗車券の種類 割引が適用される形態 割引率 

第１種障害者 

※１ 

普通乗車券（片道100㎞以内） 介護者付乗車のみ 本人も介護者も５割 

普通乗車券（片道100㎞超） 介護者付・単独乗車 本人も介護者も５割 

回数券 介護者付乗車のみ 本人も介護者も５割 

定期券（本人が大人） 介護者付乗車のみ 本人も介護者も５割 

定期券（本人が小人） 介護者付乗車のみ 介護者のみ５割 

急行券 介護者付乗車のみ 本人も介護者も５割 

特急券 なし  

第２種障害者 

※２ 

普通乗車券（片道100㎞以内） なし － 

普通乗車券（片道100㎞超） 単独乗車のみ 本人５割 

定期券（本人が大人） なし － 

定期券（本人が小人） 介護者付乗車のみ 介護者のみ５割 

回数券・急行券・特急券 なし － 

※１ 第１種障害者  

【身体障害者】  視覚１～３級と４級の一部、聴覚２・３級、肢体１級と２・３級の一部、 

内部１・３級と４級の一部、免疫障害１～４級、肝臓障害１～４級 

【知的障害者】  療育手帳（Ａ１、Ａ２、Ａ） 

【精神障害者】  精神障害者保健福祉手帳１級  

※２ 第２種障害者 

【身体障害者・知的障害者】  第１種障害者以外の方 

【精神障害者】        精神障害者保健福祉手帳２級、３級 

○購入方法 

乗車券販売窓口で身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳を呈示し、割引乗 

車券を購入してください。 

○注意事項 

乗降時及び乗車中は手帳を携帯してください。なお割引が適用される介護者は１名のみです。 

□問合せ先 ＪＲ各駅  

各鉄道会社でも、ＪＲに準じた運賃割引を行っているところがあります。詳しくは

各鉄道会社にお問い合わせください。 

 



②ＪＲバス運賃の割引 

○利用対象者 

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者とその介護者 

手 帳 区分等 購入乗車券の種類 割引率 

身体障害者手帳 

療育手帳 

第１種障害者 
普通乗車券 本人も介護者も５割 

定期乗車券 本人も介護者も３割 

第２種障害者 
普通乗車券 本人５割 

定期乗車券 本人３割 

精神障害者保健福祉手

帳 
１級～３級 普通乗車券 本人５割 

○内容 

運賃支払い時に、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を呈示の上、割引料 

金を支払ってください。 

○注意事項 

乗降時及び乗車中は手帳を携帯してください。障害者の団体が行事等で貸切バスを利用する場 

合、割引されることがありますので、バス会社等に照会してください。 

□問合せ先 ＪＲバスの営業所 

各バス会社や市町でも、ＪＲバスに準じた運賃割引を行っているところがあります。

詳しくは各バス会社や市町にお問い合わせください。 

③航空運賃の割引 

障害種別 適用年齢 割引が適用される形態 割引率 

身体障害者（身体障害者手帳） 

満12歳以上 

障害の程度に関わらず、各障

害者手帳を提示できる者全

員に対して当該障害者及び

介護者１名まで割引を適用 

各航空運送事

業者の設定に

よる 

知的障害者（療育手帳） 

精神障害者（精神障害者保健福祉手

帳） 

※ 旧様式の療育手帳については、あらかじめ市福祉事務所又は町役場において、手帳に割引 

対象者である旨の証明（証明印）を受けてください。 

□問合せ先 市福祉事務所又は町役場（P116、118） 

各航空会社窓口、各旅行会社窓口 

④有料道路通行料の割引 

○割引対象形態 

  ・身体障害者手帳の交付を受けている者が自ら運転する場合 

・障害者本人以外の者が運転し、重度の身体障害者又は知的障害者が乗車する場合 

○割引率 

  ・通行料金の５割 

 



 

○割引対象有料道路等 

ア．各有料道路事業者の管理する有料道路 

イ．地方道路公団及び都道府県・市町村の管理する有料道路 

ウ．都道府県・市町村等の管理する一般自動車道使用料金 

○利用方法 

  ア．事前路登録された自動車の場合 

E T C 車 ：事前登録した ETC カードを ETC 車載器に挿入し、ETC レーンを 

ノンストップ走行 

    非 ETC 車：料金所の一般レーン又は混在レーンで手帳を提示して走行 

イ．事前登録されていない自動車の場合（親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検 

時の代車、タクシー（重度の身体障害者又は知的障害者のみ）等） 

    ⇒ 料金所の一般レーン又は混在レーン等で手帳を提示して走行 

○その他 

あらかじめ市福祉事務所や町役場、オンライン申請において、手帳に割引対象者である旨等の 

記載を受けてください。また、ETCノンストップ走行を利用しての割引を希望する場合は、上記 

の手続きと併せて事前の申請が必要となります。 

□問合せ先 市福祉事務所又は町役場（P116、118） 

東日本高速道路㈱関東支社（TEL.048-631-0001） 

        栃木県道路公社（TEL.028-622-6598） 

⑤ハイヤー・タクシー運賃の助成・割引 

障害者手帳をお持ちの方が、ハイヤー・タクシーを利用する場合、市町ごとにハイヤー・タク 

 シーの利用に対する助成制度があります。ただし所得制限を設けている場合がありますので、各 

 市町の窓口で確認してください。また、タクシー事業者によっては、運賃が割引される場合があ 

ります。 

 市町 

対象者 当該市町の 

区域外利用 

の可否 身体障害者手帳 療育手帳 
精神障害者 
保健福祉手帳 

1 宇都宮市 １、２級 Ａ１、Ａ２、Ａ １級 ○ 

2 足利市 １、２、３級 手帳所持者 手帳所持者 ○ 

3 栃木市 １、２級 Ａ１、Ａ２、Ａ １級 ○ 

4 佐野市 １、２級 Ａ１、Ａ２、Ａ １級 ○ 

5 鹿沼市 １、２級 Ａ１、Ａ２、Ａ １、２級 ○ 

6 日光市 １、２級 Ａ１、Ａ２、Ａ １、２級 ○ 

7 小山市 １、２級 手帳所持者 １、２級 ○ 

8 真岡市 １、２級 Ａ１、Ａ２、Ａ １、２級 ○ 

9 大田原市 １、２級 Ａ１、Ａ２、Ａ １、２級 ○ 

10 矢板市 
１、２級及び３級(下肢・
体幹機能障害のみ) 

Ａ１、Ａ２ １、２級 ○ 

11 那須塩原市 １、２、３級 Ａ１、Ａ２、Ａ １、２級 ○ 

12 さくら市 １、２級 Ａ１、Ａ２、Ａ １級 ○ 



 市町 

対象者 当該市町の 

区域外利用 

の可否 身体障害者手帳 療育手帳 
精神障害者 
保健福祉手帳 

13 那須烏山市 １、２級 Ａ１、Ａ２、Ａ １級 ○ 

14 下野市 １、２級 手帳所持者 １、２級 ○ 

15 上三川町 １、２級 Ａ１、Ａ２、Ａ １級 ○ 

16 益子町 重度心身障害者医療費受給者 ○ 

17 茂木町 重度心身障害者医療費受給者 ○ 

18 市貝町 １、２、３級 Ａ１、Ａ２、Ｂ１，Ｂ２ １、２、３級 ○ 

19 芳賀町 １、２、３級 Ａ１、Ａ２、Ｂ１ １、２級 ○ 

20 壬生町 １、２級 Ａ１、Ａ２、Ａ １級 ○ 

21 野木町 １、２級 Ａ１、Ａ２、Ａ １、２級 ○ 

22 塩谷町 １、２級 Ａ１、Ａ２、Ａ １、２級 ○ 

23 那須町 １、２級 Ａ１、Ａ２ １級 ○ 

24 那珂川町 
１、２級（タクシー以外に
通院手段のない方) 

Ａ１、Ａ２（タクシー以外
に通院手段のない方） 

１、２級（タクシー以外
に通院手段のない方） 

○ 

 
(2)リフト付きワゴン車の運行 
県内には、車いすを使用している方が車いすのまま利用できるリフト付きワゴン車をタクシー会

社や社会福祉協議会等により運行し、身体障害者の社会参加の促進を図っている市町があります。 

○リフト付きワゴン車の運行市町 

宇都宮市（リフト付きバス）、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、 

大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、さくら市(貸出のみ）、上三川町（貸出のみ）、 

高根沢町（サイドリフトアップシート車の貸出のみ）、市貝町、壬生町、那須町（貸出のみ）、 

那珂川町（スロープ付き車の貸出のみ） 

 

(3)自家用車等の利用 

①自動車運転免許取得費用の助成 
身体障害者が自動車運転免許を取得するために、公安委員会の指定する自動車教習所等で要し 

た教習費用について助成をしています。（市町によって助成内容が異なりますので、詳しくは各 

市町に直接お問い合わせください。） 

□問合せ先 市福祉事務所又は町役場（P116、118） 

②身体障害者のための無料運転講習 
身体障害者運転能力開発訓練センター（埼玉県新座市）では、身体障害者のための無料運転講 

習を下記のとおり実施しています。 

○対象者 

18歳以上の身体障害者で、次のいずれにも該当する方 

ア．公共職業安定所に求職登録をしている方 

イ．運転試験場の適性審査に合格した方 

ウ．上記センターの入所が認められた方 



○内容 

ア．所定の教習料が無料（ただし、検定料等については自己負担となります） 

イ．入所日は、１・４・７・10各月の初日で、期間は３カ月。専用宿舎あり。 

ウ．詳細については、ホームページ（http://www.azumaen.or.jp）を参照してください。 

□問合せ先 身体障害者運転能力開発訓練センター 

〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内2-1-46 TEL048-481-2711 

③自動車改造費用の助成 
就労等のため重度の身体障害者が自ら運転する自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなどを 

改造するときは、改造費用を助成しています。（市町によって取組が異なりますので、詳しくは 

各市町に直接お問い合わせください。） 

□問合せ先 市福祉事務所又は町役場（P116、118） 

 
④駐車禁止場所への駐車 

身体障害者の方で、栃木県公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車」の標章の交付を受け 

た方は、栃木県公安委員会が駐車を禁止した場所での必要最小限の駐車が可能になります。 

ただし、駐停車禁止場所や法定の駐車禁止場所には駐車できません。 

標章を使用する場合は、前面ガラス内側の見やすい箇所に標章の記載内容が確認できるように 

掲出してください。 

□問合せ先 警察署交通課 

№ 警察署 電話番号 № 警察署 電話番号 

1 宇 都 宮 中 央 警 察 署 0 2 8 - 6 2 3 - 0 1 1 0 11 下 野 警 察 署 0 2 8 5 - 5 2 - 0 1 1 0 

2 宇 都 宮 東 警 察 署 0 2 8 - 6 1 0 - 0 1 1 0 12 大 田 原 警 察 署 0 2 8 7 - 2 4 - 0 1 1 0 

3 宇 都 宮 南 警 察 署 0 2 8 - 6 5 3 - 0 1 1 0 13 今 市 警 察 署 0 2 8 8 - 2 3 - 0 1 1 0 

4 小 山 警 察 署 0 2 8 5 - 3 1 - 0 1 1 0 14 さ く ら 警 察 署 0 2 8 - 6 8 2 - 0 1 1 0 

5 足 利 警 察 署 0 2 8 4 - 4 3 - 0 1 1 0 15 矢 板 警 察 署 0 2 8 7 - 4 3 - 0 1 1 0 

6 栃 木 警 察 署 0 2 8 2 - 2 5 - 0 1 1 0 16 日 光 警 察 署 0 2 8 8 - 5 3 - 0 1 1 0 

7 那 須 塩 原 警 察 署 0 2 8 7 - 6 7 - 0 1 1 0 17 那 須 烏 山 警 察 署 0 2 8 7 - 8 2 - 0 1 1 0 

8 佐 野 警 察 署 0 2 8 3 - 2 4 - 0 1 1 0 18 茂 木 警 察 署 0 2 8 5 - 6 3 - 0 1 1 0 

9 鹿 沼 警 察 署 0 2 8 9 - 6 2 - 0 1 1 0 19 那 珂 川 警 察 署 0 2 8 7 - 9 2 - 0 1 1 0 

10 真 岡 警 察 署 0 2 8 5 - 8 4 - 0 1 1 0    



⑤おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業 

不特定多数の方が利用する施設から協力申し出のあった駐車スペースを、障害者等用の「おも 

いやり駐車スペース」として確保（ステッカー表示）するとともに、障害のある方などに対して 

共通の「おもいやり駐車スペース利用証」を交付し利用できる方を明らかにすることにより、当 

該駐車場の適正な利用を図っています。 

○利用できる方 

ア．身体障害者、知的障害者、精神障害者、要支援者、要介護者、及び難病患者のうち、歩行 

困難な方 

イ．妊産婦であって、原則妊娠７カ月を経過した方 

ウ．傷病人であって、歩行困難な方 

○おもいやり駐車スペース利用証 

 

  

〔障害者・難病患者等用〕 

 

有効期限なし 

〔妊産婦・傷病人用〕 

 

有効期限あり（1年間） 

 

同種の事業を実施している全国 4４府県の協力施設等でも利用できます。利用可能府県につい 

ては、以下のホームページで公開しています。 

□問合せ先 県保健福祉課地域福祉担当（TEL028-623-3047）

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e01/welfare/shisetsu/baria/1220246130756.html 

 
(4)ガイドヘルパーネットワーク 

重度の視覚障害者及び脳性まひ等全身性障害者が、都道府県・指定都市間を移動する場合に、そ 

の目的地において必要となるガイドヘルパーを紹介します。 

○対象者 

重度の視覚障害者及び脳性まひ等全身性障害者で、社会生活上必要な外出をするときに、目的 

地において適当な付き添いが得られない状況にある方 

□問合せ先 栃木県ガイドセンター（栃木県身体障害者団体連絡協議会内） 

TEL/FAX.028-678-4401 



(5)介護マーク 
高齢者や障害者等を介護する方（介護者）が、介護中に異性の公共トイレ

を利用する場合や買い物などをする場合に、周囲から偏見や誤解を受けるこ

とのないよう精神的な負担の軽減を図るとともに、地域における日常的な支

え合い体制づくりの推進に資するため、介護マークを配付しています。 

 

□問合せ先 県高齢対策課地域支援担当（TEL.028-623-3148 FAX.028-623-3058） 

 

(6)オストメイト対応トイレ 

オストメイト（人工肛門や人工膀胱を造営した方）対応トイレは、下記施設に設置されています。 

 市町 名 称 所在地 

1 宇都宮市 栃木県庁本庁舎 宇都宮市塙田 1-1-20 

栃木県庁河内庁舎 宇都宮市竹林町 1030-2 

とちぎ福祉プラザ 宇都宮市若草 1-10-6 

とちぎ男女共同参画センター（パルティ） 宇都宮市野沢町 4-1 

とちぎ健康の森 宇都宮市駒生町 3337-1 

地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター 宇都宮市駒生町 3337-1 

栃木県立美術館 宇都宮市桜 4-2-7 

栃木県立博物館 宇都宮市睦町 2-2 

栃木県立図書館 宇都宮市塙田 1-3-23 

栃木県総合文化センター 宇都宮市本町 1-8 

地方独立行政法人栃木県立がんセンター 宇都宮市陽南 4-9-13 

栃木県グリーンスタジアム 宇都宮市清原工業団地 32 

栃木県ライフル射撃場 宇都宮市新里町乙 1067 

とちぎアグリプラザ 宇都宮市一の沢 2-2-13 

農業総合研究センター 宇都宮市瓦谷町 1080 

栃木県林業センター・林業大学校 宇都宮市下小池町 280 

とちぎボランティア NPO センター（ぽ・ぽ・ら） 宇都宮市昭和 2-2-7 

宇都宮市役所本庁舎 宇都宮市旭 1-1-5 

宇都宮市平石地区市民センター 宇都宮市下平出町 158－1 

宇都宮市清原地区市民センター 宇都宮市清原工業団地 15-4 

宇都宮市横川地区市民センター 宇都宮市屋板町 576-1 

宇都宮市瑞穂野地区市民センター 宇都宮市下桑島町 1030－1 

宇都宮市城山地区市民センター 宇都宮市大谷町 1059－5 

宇都宮市国本地区市民センター 宇都宮市宝木本町 1868-1 

宇都宮市富屋地区市民センター 宇都宮市徳次郎町 80-2 

宇都宮市豊郷地区市民センター 宇都宮市岩曽町 825-1 

宇都宮市篠井地区市民センター 宇都宮市下小池町 466-1 

宇都宮市姿川地区市民センター 宇都宮市西川田町 805－1 

宇都宮市雀宮地区市民センター 宇都宮市新富町 9－4 

宇都宮市上河内地区市民センター 宇都宮市中里町 181-3 

宇都宮市河内地区市民センター 宇都宮市中岡本町 3221-4 

宇都宮市駅東出張所 

(東市民活動センター、東生涯学習センター) 
宇都宮市中今泉 3-5-1 



 市町 名 称 所在地 

宇都宮市陽南出張所 宇都宮市春日町 11-1 

宇都宮市田原コミュニティプラザ 宇都宮市上田原町 1 

宇都宮市保健所 宇都宮市竹林町 972 

宇都宮市サン・アビリティーズ 宇都宮市屋板町 251-1 

宇都宮市総合福祉センター※ 宇都宮市中央 1-1-15 

宇都宮美術館 宇都宮市長岡町 1077 

宇都宮市文化会館※ 宇都宮市明保野町 7-66 

宇都宮市教育センター 宇都宮市天神 1-1-24 

宇都宮市立南図書館 宇都宮市雀宮町 56-1 

宇都宮市悠久の丘 宇都宮市上欠町 719-1 

宇都宮市夜間休日救急診療所 宇都宮市竹林町 968 

済生会宇都宮病院 宇都宮市竹林町 911-1 

栃木医療センター 宇都宮市中戸祭 1-10-37 

宇都宮法務総合庁舎 宇都宮市小幡 2-1-11 

宇都宮東年金事務所 宇都宮市元今泉 6-6-13 

宇都宮第２地方合同庁舎 宇都宮市明保野町 1-4 

バンバ出張所 宇都宮市馬場通り 4-1-1 

宇都宮市体育館 宇都宮市今泉 5-6-18 

河内地区市民センター 宇都宮市中岡本町 3221-4 

宇都宮市茂原健康交流センター 宇都宮市白沢町 385 

宇都宮市立中央図書館 宇都宮市明保野町 7-57 

宇都宮市立東図書館 宇都宮市中今泉 3-5-1 

清原球場 宇都宮市清原工業団地 14 

栃木県総合運動公園 宇都宮市西川田 4-1-1 

宮原運動公園 宇都宮市陽南 4-5-6 

うつのみや文化の森 宇都宮市長岡町 1077 

とちぎ福祉プラザ  

障害者スポーツセンター（わかくさアリーナ） 
宇都宮市若草 4-5-6 

コジマこどもサイエンスパーク（10 月３日～） 宇都宮市西川田町 567 

とちぎ歯の健康センター 宇都宮市一の沢 2-2-5 

2 足利市 足利市役所 足利市本城 3-2145 

足利市生涯学習センター 足利市相生町 1-1 

あしかがフラワーパークプラザ（足利市民プラザ） 足利市朝倉町 264 

太平記館 足利市伊勢町 3-6-4 

足利赤十字病院 足利市五十部町 284-1 

アシコタウンあしかが 足利市大月町 3-2 

3 栃木市 農業総合研究センターいちご研究所 栃木市大塚町 2920 

栃木 JIMINIE 倶楽部 自然の家みかも 栃木市岩舟町下津原 1808-1 

栃木市役所 栃木市万町 9-25 

きららの杜とちぎ蔵の街楽習館 栃木市入舟町 6－8 

栃木第三地区コミュニティセンター 栃木市境町 19-3 

栃木県立学悠館高等学校 栃木市河合町 12-2 

栃木市総合運動公園 栃木市川原田町 760 



 市町 名 称 所在地 

栃木市観光交流館 栃木市河合町 1-2 

栃木保健福祉センター 栃木市今泉町 2-1-40 

栃木市大平まちづくり交流センター（プラッツおおひら） 栃木市大平町富田 558-11 

栃木市大平健康福祉センター（ゆうゆうプラザ） 栃木市大平町西野田 666-1 

栃木市役所藤岡総合支所 栃木市藤岡町藤岡 1022-5 

渡良瀬遊水地ハートランド城 栃木市藤岡町藤岡 1218-1 

栃木市藤岡保健福祉センター 栃木市藤岡町赤麻 502-1 

体験交流館 栃木市都賀町木 2388-2 

栃木市北部健康福祉センター（ゆったり～な） 栃木市西方町本城 2-1 

栃木市静和地区公民館 栃木市岩舟町静和 2170-1 

とちぎ花センター 栃木市岩舟町下津原 1612 

CITY GYM ＆ SPA  遊楽々館 

（栃木市岩舟健康福祉センター） 
栃木市岩舟町三谷 1038-1 

嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区 

拠点施設ガイダンスセンター 
栃木市嘉右衛門町 2-11 

栃木市立美術館 栃木市入舟町 7-26 

栃木市立文学館 栃木市入舟町 7-31 

栃木市斎場（あじさいの杜） 栃木市岩舟町三谷 1211-1 

栃木市聖地公園 管理棟 栃木市皆川城内町 450-1 

栃木市消防本部・栃木市消防署 栃木市平柳町 1-34-5 

西方総合支所別館 栃木市西方町元 347-1 

都賀総合支所 栃木市都賀町原宿 573 

4 佐野市 佐野市役所１階、２階 佐野市高砂町１ 

佐野市役所田沼行政センター 佐野市田沼町 974-3 

佐野市役所葛生行政センター 佐野市葛生東 1-11-8 

佐野市上下水道局 佐野市大橋町 1165 

佐野市消防本部 佐野市富岡町 1391 

ＪＲ東日本佐野駅 佐野市若松町 

グランディ新都市セントラルパーク（新都市中央公園） 佐野市高萩町 1294-3 

道の駅 どまんなかたぬま 佐野市吉水町 366-2 

ＮＥＸＣＯ東日本 佐野ＳＡ（上り） 佐野市黒袴町 1010 

ＮＥＸＣＯ東日本 佐野ＳＡ（下り） 佐野市黒袴町 1021 

清酒開華スタジアム（佐野市運動公園陸上競技場） 佐野市赤見町 2130-2 

コンチネンタルホームフィールド（佐野市運動公園第１多目的競技場） 佐野市赤見町 2130-2 

花・花薬局さの体育館（佐野市運動公園市民体育館） 佐野市赤見町 2130-2 

ＤＡＩＫＹＯアリーナ佐野（佐野市アリーナたぬま）※ 佐野市戸奈良町 21 

佐野新都市バスターミナル 佐野市越名町 2043-2 

佐野市こどもの国 佐野市堀米町 579 

菊川第３公園※ 佐野市堀米町 3527 

小種島西公園※ 佐野市大橋町 3192-15 

小種島東公園※ 佐野市大橋町 3185-1 

西部第一地区菊沢川北公園※ 佐野市大橋町 3217-1 

三ツ橋公園※ 佐野市大橋町 3197-1 



 市町 名 称 所在地 

関川第１公園 佐野市関川町 1196-16 

関川第２公園※ 佐野市関川町 906-33 

奈良渕第２公園※ 佐野市奈良渕町 305-1 

新吉水第１公園 佐野市吉水駅前 1 丁目 13-1 

新吉水第２公園※ 佐野市吉水駅前 2 丁目 8-5 

吉水新田公園 佐野市吉水町 60-1 

栃本公園 佐野市栃本町 113-1 

岩崎ＡＷＳ第２公園※ 佐野市岩崎町 3018 

秋山川堀米緑地※ 佐野市堀米町外 

秋山川栃本緑地※ 佐野市栃本町地先 

旗川戸奈良緑地※ 佐野市戸奈良町地先 

佐野市立図書館※ 佐野市大蔵町 2977 

葛生あくと保健センター※ 佐野市あくと町 3084 

葛生あくと福祉センター※ 佐野市あくと町 3084 

佐野市文化会館（休館中） 佐野市浅沼町 508-5 

佐野市民病院 佐野市田沼町 1832-1 

みかもリフレッシュセンター 佐野市町谷町 1126-6 

イオン佐野新都市ショッピングセンター 佐野市高萩町 1324-1 

佐野プレミアム・アウトレット 佐野市越名町 2058 

イオンタウン佐野 佐野市浅沼町 742 

佐野駅前交流プラザ（ぱるぽーと） 佐野市若松町 481-4 

佐野市観光物産会館（中央公民館内） 佐野市金井上町 2519 

多田公園 佐野市多田町 799-3 

若原西公園 佐野市石塚町 2655 

京路戸公園 佐野市多田町 143 

わしのみや公園 佐野市堀米町 427 

山崎公園 佐野市赤見町 1758-2 

5 鹿沼市 上都賀庁舎 鹿沼市今宮町 1664-1 

鹿沼市役所 鹿沼市今宮町 1688-1 

鹿沼市高齢者・障害者トレーニングセンター※ 鹿沼市酒野谷 1004-1 

鹿沼市民情報センター 鹿沼市文化橋町 1982-18 

まちの駅「新鹿沼宿」 鹿沼市仲町 1604-1 

鹿沼市自然体験交流センター（体験棟） 鹿沼市板荷 6130 

スノーピーク鹿沼 キャンプフィールド＆スパ 鹿沼市上南摩町 1901 

6 日光市 日光自然博物館 日光市中宮祠 2480-1 

英国大使館別荘記念公園 日光市中宮祠 2482 

千手ヶ浜公衆トイレ 日光市中宮祠奥日光国有林 

日光市役所 日光市今市本町 1 

日光市日光行政センター 日光市御幸町 4-1 

日光市藤原行政センター 日光市鬼怒川温泉大原 1406-2 

日光市足尾行政センター 日光市足尾町通洞 8-2 

日光市栗山行政センター 日光市黒部 54-1 



 市町 名 称 所在地 

道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣 日光市今市 19-1 

西参道第一駐車場公衆トイレ（日光東照宮側） 日光市安川町 2282-1 

足尾銅山観光多目的トイレ 日光市足尾町通洞 9-2 

藤原龍王峡内 日光市藤原 1357 

湯西川観光センター 日光市西川 481-1 

中央公民館 日光市平ヶ崎 160 

市立三依診療所 日光市中三依 321 

落合公民館 日光市小代 439-3 

小林公民館 日光市沓掛 260 

豊岡公民館 日光市大桑町 130-3 

今市運動公園屋外トイレ 日光市今市 1659 

丸山公園屋外トイレ 日光市瀬尾 1640-22 

大沢体育館地下階 日光市大沢町 809-1 

大沢公民館 日光市大沢町 809-1 

石屋町街区公園 日光市石屋町 410 

稲荷町防災公園 日光市稲荷町 2 丁目 

ＪＲ日光駅 日光市相生町 115 

東武日光駅 日光市松原町 4-3 

川治湯元駅前公衆トイレ 日光市川治温泉川治 

鬼怒川公園駅前公衆トイレ 日光市藤原地内 

鬼怒川温泉駅前公衆トイレ 日光市鬼怒川温泉大原 1404-1 

川治ふれあい公園公衆トイレ 日光市川治温泉高原 45 

鬼怒川松原公園トイレ 日光市鬼怒川温泉大原 1436-1 

湯の街公園トイレ 日光市鬼怒川温泉滝 548-7 

滝見公園トイレ 日光市鬼怒川温泉滝 858 

高徳大瀞公衆トイレ 日光市高徳 941 

湯西川公民館 日光市湯西川 709 

7 小山市 産業技術センター紬織物技術支援センター 小山市福良 2358 

小山市総合福祉センター※ 小山市中央町 2-2-21 

小山市間々田市民交流センター（間々田公民館）※ 小山市間々田 1960-1 

小山市城南市民交流センター※ 小山市東城南 4-1-12 

小山市桑市民交流センター（桑公民館）※ 小山市羽川 858-1 

小山市立中央図書館※ 小山市城東 1-19-40 

小山市役所本庁 小山市中央町 1-1-1 

小山市立博物館※ 小山市乙女 1-31-7 

小山市立文化センター※ 小山市中央町 1-1-1 

小山市市民活動交流センター※ 小山市城山町 3-7-5 

小山市健康医療介護総合支援センター※ 小山市神鳥谷 2251-7 

小山市立体育館 小山市塚崎 1408-1 

小山市大谷市民交流センター（大谷公民館） 小山市大字横倉 499-6 

8 真岡市 芳賀庁舎 真岡市荒町 116-1 

井頭公園 真岡市下籠谷 99 



 市町 名 称 所在地 

真岡市役所 真岡市荒町 5191 

真岡市複合交流拠点施設 monaca 真岡市荒町 5131 

真岡市民会館（市民“いちご”ホール） 真岡市荒町 1201 

真岡市スポーツ交流館 真岡市田町 1321-1 

ザ･ビッグエクストラ真岡店 真岡市台町 2668 

真岡市二宮コミュニティセンター 真岡市石島 893-15 

ケーズデンキ真岡店 真岡市台町 2753-9 

真岡市総合運動公園 真岡市小林 1900 

9 大田原市 美原公園陸上競技場 大田原市美原 1-15-25 

栃木県立県北体育館 大田原市美原 3-2-62 

那須庁舎 大田原市本町 2-2828-4 

大田原市役所本庁舎 大田原市本町 1-4-1 

中央多目的公園 大田原市中央 2-2360-2 

美原公園本球場 大田原市美原 1-3462 

大田原市役所黒羽庁舎 大田原市黒羽田町 848 

トコトコ大田原 大田原市中央一丁目 3-15 

10 矢板市 矢板市役所 矢板市本町 5-4 

シルバー大学校北校 矢板市矢板 54 

子ども未来館 矢板市本町 2-25 

矢板市文化スポーツ複合施設 矢板市末広 49-1 

11 那須 

塩原市 

塩原温泉ビジターセンター 那須塩原市塩原前山国有林 

県北家畜保健衛生所 那須塩原市千本松 800-3 

那須塩原市役所 那須塩原市共墾社 108-2 

那須塩原市役所西那須野庁舎 那須塩原市あたご町 2-3 

那須塩原市役所塩原庁舎 那須塩原市中塩原 1-2 

12 さくら市 さくら市役所 さくら市氏家 2771 

庁舎前公衆トイレ さくら市氏家 2771 

氏家駅東公衆トイレ さくら市氏家 2337-7 

さくらテラス さくら市氏家 1857-5 

氏家公民館 さくら市櫻野 1322-8 

喜連川保健センター さくら市喜連川 807-8 

総合公園 さくら市櫻野 1789 

13 那須 

烏山市 

那須烏山市役所烏山庁舎 那須烏山市中央１－１－１ 

那須烏山市保健福祉センター 那須烏山市田野倉 85-1 

山あげ会館 那須烏山市金井 2 丁目 5 番 26 号 

14 下野市 下野市役所 下野市笹原 26 

下野市保健福祉センターきらら館 下野市下古山 1220 

下野市保健福祉センターゆうゆう館 下野市小金井 789 

下野市ふれあい館 下野市三王山 698-5 

下野市石橋公民館 下野市石橋 629-1 

下野市石橋図書館 下野市大松山 1-7-3 

下野市国分寺図書館 下野市駅東 3-1-19 



 市町 名 称 所在地 

下野市南河内図書館 下野市田中 681-1 

しもつけ風土記の丘資料館 下野市国分寺 993 

南河内体育センター 下野市仁良川 1141 

国分寺 B＆G 海洋センター 下野市小金井 277-2 

国分寺運動公園内 下野市小金井 277-2 

国分寺聖武館 下野市国分寺 628-2 

大松山運動公園 下野市大松山 1-7-1 

大松山運動公園陸上競技場内 下野市大松山 1-7-1 

自治医科大学附属病院 下野市薬師寺 3311-1 

石橋総合病院 下野市下古山 1 丁目 15 番 4 

15 上三川町 上三川いきいきプラザ 上三川町上蒲生 127-1 

ORIGAMI プラザ 上三川町上三川 4173 番地 1 

田川ふれあい公園 上三川町川中子 30 

桃畑緑地公園 上三川町上郷 88 番地先 

蓼沼緑地公園 上三川町東蓼沼 1013 番地先 

愛宕山公園 上三川町上三川 4829 番地 

16 益子町 益子町福祉センター 益子町益子 1532-5 

17 茂木町 茂木町役場 茂木町茂木 155 

茂木町まちなか文化交流館「ふみの森もてぎ」 茂木町茂木 1720-1 

18 芳賀町 芳賀町総合情報館 芳賀町祖母井南 1 丁目 1-1 

19 壬生町 城址公園ホール（壬生中央公民館） 壬生町本丸 1-8-33 

壬生町自成館 壬生町通町 9-23 

壬生町保健福祉センター 壬生町壬生甲 3843-1 

壬生町役場 壬生町壬生甲 3841-1 

20 野木町 野木町役場本館 野木町丸林 571 

エニスホール（野木町文化会館）※ 野木町友沼 181 

野木町交流センター野木ホフマン館※ 野木町野木 3324-10 

野木町総合サポートセンターひまわり館 野木町丸林 582-1 

21 塩谷町 塩谷町役場 塩谷町玉生 955-3 

塩谷町老人福祉センター 塩谷町大字玉生 872 

22 那須町 那須町役場 那須町寺子丙 3-13 

ゆめプラザ・那須 那須町寺子乙 2566-1 

殺生石園地公衆トイレ 那須町湯本上山地内 

那須高原ビジターセンター 那須町湯本 207-2 

那須平成の森フィールドセンター 那須町高久丙 3254 

23 那珂川町 那珂川町役場 那珂川町馬頭 555 

那珂川町馬頭総合福祉センター 那珂川町馬頭 560-1 

那珂川町立馬頭中学校体育館 那珂川町馬頭 2558-1 

那珂川町小川総合福祉センター 那珂川町小川 1065 

エコグリーンとちぎ 那珂川町和見 1918 

24 鉾田市 

(茨城県) 
とちぎ海浜自然の家 茨城県鉾田市玉田 336-2 

 



 事業者名 名  称 

25 JR 東日本 宇都宮駅、雀宮駅、小山駅、自治医大駅、野木駅、間々田駅、小金井駅、那須塩原駅、 

西那須野駅、黒磯駅、矢板駅、日光駅※、栃木駅、佐野駅、足利駅、鹿沼駅 

26 東武鉄道 東武宇都宮駅、足利市駅、栃木駅※、新栃木駅、鬼怒川温泉駅、鬼怒川公園駅、東武日光駅、東

武鬼怒川温泉駅、東武鬼怒川公園駅 

27 NEXCO 

東日本 佐野ＳＡ、大谷ＰＡ、壬生ＰＡ、那須高原ＳＡ 

28 道の駅 うつのみやろまんちっく村（宇都宮市新里町丙 254） 

どまんなかたぬま（佐野市吉水町 366-2） 

思川※（小山市下国府塚 25-1） 

きつれがわ（さくら市喜連川 4145-10） 

はが（芳賀町祖母井 842-1） 

みかも（栃木市藤岡町大田和 678） 

もてぎ（茂木町茂木 1090-1） 

にしかた（栃木市西方町元 369-1） 

那須高原友愛の森（那須町高久乙 593-8） 

やいた（矢板市矢板 114-1） 

しもつけ（下野市薬師寺 41） 

湧水の郷しおや（塩谷町大字船生 3733-1） 

サシバの里いちかい（市貝町大字市塙 1270） 

日光日光街道ニコニコ本陣（日光市今市 719-１） 

ましこ（益子町長堤2271） 

にのみや（真岡市久下田2204-1） 

湯西川（日光市西川478番地1） 

みぶ（壬生町大字国谷1870-2） 

たかねざわ 元気あっぷむら（高根沢町上柏崎588-1） 

※印は、パウチ洗浄水栓付きトイレ（簡易型）、無印は汚物流し付き多機能トイレ 

 

以上は、県障害福祉課が県内市町の協力を得て把握した情報です。新たに設置された場合や既に 

設置されている施設がありましたら、情報をお寄せください。 

 

 

オストメイトマーク オストメイト対応トイレ（県庁舎本館１階） 

 



 

(7)障害者社会参加推進センター 

障害者社会参加推進センターでは、障害者の社会参加に必要な情報の収集・提供など様々な社会 

参加促進施策を実施しています。 

□問合せ先 〒320-8508 宇都宮市若草 1-10-6 とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 

栃木県身体障害者団体連絡協議会内（TEL.028-678-4401） 

 
(8)障害者社会参加支援事業 
県域又は広域的な活動を行っている障害者団体がバスを借り上げて社会参加活動を行った場合、 

そのバスの借り上げ費用の一部を助成しています。 

□問合せ先 障害者社会参加推進センター（TEL.028-678-4401） 

 

(9)生活訓練等事業 

①身体障害者訓練等 
身体障害者の社会参加を促進するため、障害に応じた各種の講習や訓練を身体障害者の団体に 

委託して行っています。 

 事業名 事業内容 委託団体名 

1 
視覚障害者社会・日常生活支援

事業 

視覚障害者に対し、社会生活に必要とな

る知識習得や体験交流のほか、料理や洗

濯等の家庭生活に必要な訓練を実施 
(一社)栃木県視覚障害者福祉協会 

（TEL028-625-4990） 

2 
障害者相談会・研修会開催事業

（視覚障害者向け） 

中途失明者の方に対し、生活訓練・点字

訓練などを実施 

3 
障害者相談会・研修会開催事業

（聴覚障害者向け） 

ろう者の方に対し、社会生活に必要な知

識の吸収・交換をする場を設定 

栃木県聴覚障害者福祉連合会 

（TEL028-621-8010） 

（FAX028-621-7896） 

4 
音声機能障害者発声訓練・発声

訓練士養成事業 

音声機能障害者の方に対し、発声訓練・

発声訓練士養成などを実施 

栃木県喉摘会 

（TEL0285-84-5677） 

5 視覚障害者生活訓練事業 視覚障害者に対し、白杖訓練等を実施 
(一社)栃木県視覚障害者福祉協会 

（TEL028-625-4990） 

6 肢体不自由者行動訓練事業 

ハイキングやレクリエーションを通し、

身体障害者（肢体不自由者）の行動訓練

を実施 

（一財）栃木県身体障害者福祉会連

合会（TEL028-624-8408） 

7 身体障害者生活行動訓練事業 
身体障害者の方に対し、点字・手話等の

講習、野外訓練等生活行動訓練を実施 

栃木県聴覚障害者福祉連合会 

（TEL028-621-8010） 

8 
オストメイト社会適応訓練・相

談支援者育成事業 

人工肛門・人工ぼうこう造設者の方に対

し、ストマ用装具の使用等に関する講習

会・相談支援者育成などを実施 

栃木県オストミー協会 

（TEL0284-43-0144） 

□問合せ先 委託団体、 

県障害福祉課社会参加促進担当（TEL028-623-3053、FAX.028-623-3052） 

 

 

 



 

②知的障害者訓練等 

在宅の知的障害者の社会生活能力の向上を図るとともに、その自主的な社会活動を育成し、支 

援することにより、地域における知的障害者の自立と社会参加の一層の促進を図ることを目的と 

して、次の事業を実施しています。 

 事業名 事業内容 委託団体名 

1 

障害者相談会・研修会

開催事業（知的障害者

向け） 

障害者の自立や社会参加等を促進するため、家族のため

の家族教室を開催 

（一社）栃木県手をつな

ぐ育成会 

（TEL.028-624-3789） 

□問合せ先 委託団体、 

県障害福祉課社会参加促進担当（TEL.028-623-3053  FAX.028-623-3052） 

 

③心身障害児者訓練等 

在宅の心身障害児者が、保護者と一緒に宿泊等して行う、レクリエーション教室の開催及び障 

害者家族間の交流を図ることを目的として事業を実施しています。 

 事業名 事業内容 委託団体名 

1 

レクリエーション・社

会生活トレーニング事

業 

在宅の心身障害児（者）が保護者と一緒に宿泊等し、レ

クリエーション指導等を受けるとともに保護者間の交

流を図る。 

栃木県心身障害児者 

親の会連合会 

（TEL.028-621-3031） 

□問合せ先 委託団体、 

県障害福祉課社会参加促進担当（TEL.028-623-3053  FAX.028-623-3052） 

 

④身体障害者福祉センター 

宇都宮市障がい者福祉センターでは、身体障害者福祉法に基づく身体障害者福祉センターとし 

て、身体障害者のための講習会や生活・機能回復訓練等を行っています。ボランティアの方も利 

用できます。 

□問合せ先  宇都宮市障がい者福祉センター 

〒320-0806 宇都宮市中央1-1-15宇都宮市総合福祉センター内 

TEL.028-639-1050 FAX.028-639-1052 

 

⑤とちぎ福祉プラザ 
とちぎ福祉プラザは、障害者をはじめとする県民の幅広い交流や社会参加、また地域社会づく 

りを担う自主的な福祉活動の拠点としての役割を担っています。 

□問合せ先 〒320-8508宇都宮市若草1-10-6  

TEL.028-621-2940 FAX.028-621-5433 

 

 


